
農業分野から排出されるプラスチック
をめぐる情勢

令 和 ８ 年 ２ 月    

農 産 局 園 芸 作 物 課



 FAO農林水産分野における持続可能なプラスチック使
用に関する自主ガイドライン(VCoC)（2024年10月発表）

農林水産分野でのプラスチック使用に関する推奨事項を
まとめたガイドライン。2024年10月のFAO農業委員会
において、各国関係者による任意の活用を決議。

○ 海洋プラスチックごみ問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源
循環を一層促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されるプラスチックに関し、包括的な資源循環体制の強
化が必要。

2019年5月

 バーゼル条約改正 決定

 プラスチック資源循環戦略 策定

 海洋プラスチックごみ対策アクションプラン策定

2019年6月

 大阪ブルー・オーシャン・ビジョン 共有（G20）

2020年

 循環経済ビジョン 2020 取りまとめ
 プラスチック製レジ袋の有料化 開始

2022年4月
 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 施行

202４年８月
 第五次循環型社会形成推進基本計画 閣議決定

202４年10月
 FAO農林水産分野における持続可能なプラスチック使用
に関する自主ガイドライン(VCoC) 任意の活用を決議

 第五次循環型社会形成推進基本計画
（202４年８月2日閣議決定）

循環経済への移行を関係者が一丸となって取り組むべき
重要な政策課題と捉え、循環型社会形成に向けた政府全
体の施策を取りまとめた国家戦略として本計画を策定。

プラスチック資源循環に関する動き

 プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書
（条約）（交渉中）

2022年の国連環境総会の決議に基づき、プラスチック汚
染に関する条約を策定中。 2025年8月、第5回政府間交
渉委員会再開会合（INC5.2）が開催され、交渉は継続中。 

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
（2021年6月11日成立・2022年4月施行）

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までにかかわる
あらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組（3R
＋Renewable）を促進。

＜プラスチック資源循環を巡る近年の動き＞

※園芸分野から排出されるプラスチックをめぐる情勢をもとに、農業環境対策課で作成
なお、青字は国際的な動き、赤字は国内の動きを表す。 1



資料：一般社団法人 プラスチック循環利用協会「2024年プラスチック製品の生産・廃棄・再生資源化・処理処分の状況」を基に作成。

 プラスチックのマテリアルフロー図
樹脂製造・製品加工・市場投入段階 排 出 段 階 処理処分段階

我が国全体のプラスチックの利用、排出、処理の状況
○ 我が国の廃プラスチック総排出量は約911万t（2024年）であり、そのうち農林水産分野からの排出量は約13万t

（1.4％）で前年と同程度。
○ 有効利用された廃プラ量は810万ｔであり、有効利用率は89％と前年と同程度。
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国内樹脂製品
消費量

867万t

廃プラ
総排出量

911万t

未利用
廃プラ

101万t
（11％）

有効利用
廃プラ

810万t
（89％）

マテリアル
リサイクル

180万t

ケミカル
リサイクル

23万t

エネルギー
回収

607万t

単純焼却

69万t

埋立

32万t

包装・容器等/
コンテナ類

358万t（41.4％）

【主な製品】
食品・洗剤容器、トレイ、レジ
袋、発泡スチロール

一般系廃棄物

395万t

産業系廃棄物

516万t

農林・水産

12万t（1.4％）

【主な製品】
マルチ、ハウス用被覆資材、
漁網、フロート（浮き）

その他

497万t（57.2％）

【主な製品】
家庭用品（食器を含む。）、
電気・電子機器、建材、輸送
資材

包装・容器等/
コンテナ類

360万t（39.5％）

一般系廃棄物 286万t
産業系廃棄物 74万t

農林・水産

13万t（１．4％）

一般系廃棄物 0万t
産業系廃棄物 13万t

その他

538万t（59．1％）

一般系廃棄物 109万t
産業系廃棄物 429万t



○ 農畜産業分野から排出される廃プラスチックには、農業用ハウスやトンネルの被覆資材、マルチ、苗や花のポット、
牧草等のサイレージラップなどがある。

鉄骨ハウス （ポリオレフィン系・その
他プラスチックフィルム）

パイプハウス （塩化ビニルファルム・
ポリオレフィン系フィルム）

ポット （その他プラスチック）

トンネル （塩化ビニルファルム・ポリ
オレフィン系フィルム） マルチ （ポリオレフィン系フィルム）

べたがけ （ポリオレフィン系フィルム） 育苗トレイ（その他プラスチック） サイレージラップ（ポリオレフィン
系フィルム）

 農畜産業分野で使用するプラスチック製品の例

農畜産業分野から排出されるプラスチック類

被覆肥料（その他プラスチック）
発泡スチロール（その他プラスチッ
ク） 農薬容器（その他プラスチック） 肥料袋、フレコン（その他プラスチック）3
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○ 農業分野では多岐にわたりプラスチック製の生産資材を使用。

○ 農業由来の廃プラスチックについては資源の有効利用という観点から、リサイクル処理を基本に適正処理を実施。

○ 排出抑制及び適正処理を推進するとともに、流出防止についても取組を継続。

農業由来廃プラスチックの適正処理

都道府県協議会・市町村協議会等が
行う集団回収システム・ルールに則り
適正処理を実施
資源有効利用の観点から適正処理
はリサイクルが基本
回収した農業由来廃プラスチックが、
リサイクルされやすくなるよう分別

農業由来廃プラスチックの排出抑制

農業用フィルムでは、無駄な使用を
減らす
排出抑制に資する資材の利用や可
能なものは再利用
１．中長期展張フィルム等による

  長期利用
２．生分解性マルチの利用
３．まだ使えるフィルム等の再利用

プラスチック被覆肥料の被膜殻の
流出防止

プラスチック由来の被膜を用いた被
覆肥料を利用している場合は、被膜
殻をほ場外に流出させないよう、浅
水代かきを行うほか、代かきや田植
え前の強制落水を避けるなどの水管
理を実施
プラスチックによらない緩効性肥料
や省力的な施肥技術の活用

ドローンによる局所施肥

浅水代かき

■農業生産に由来する使用済みプラスチックの適正処理等に関する技術指導（令和元年6月3日付農林水産省生産局課長通知）における取組
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中長期展張フィルム

生分解性マルチ

集団回収の様子

素材ごとに分別

農業由来の廃プラスチックの対策



 農業由来廃プラスチックの処理方法の推移
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 農業用廃プラスチックの排出量の推移
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平成5年をピークに減少

農業由来の廃プラスチックの排出及び処理の状況

○ 農業由来の廃プラスチックの量は、農業用ハウスの面積の減少や被覆資材の耐久性向上等により全体的には減少傾
向にある。

○ 農業由来の廃プラスチックは、産業廃棄物として適切に処理する必要（排出者の責務）、その処理方法は、平成５
年には焼却が一番多かったが、令和４年の再生処理等の割合は70.0％と平成24年以降70％台で推移。

資料：農林水産省「園芸用施設の設置等の状況」（2022年） 資料：農林水産省「園芸用施設の設置等の状況」（2022年） 5
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農業由来の廃プラスチックの再生利用

■再生処理の割合（熱回収を含む）

■再生処理の事例（熱回収を含む）

○ 塩化ビニルフィルム及びポリオレフィン系フィルムとも再生処理割合（熱回収を含む）は７割を超えるが、埋立や焼却処理
から再生処理への移行が課題。

○ 塩化ビニルフィルムの再生処理は、床材等へのマテリアルリサイクルが中心で、ポリオレフィン系フィルムの再生処理は、
熱回収が中心。

方法 内容 農ビ 農ポリ

マテリアル
リサイクル

再生利用

国内
〇

（床材等）
△

（再生マルチ等）

輸出
ペレット化して

〇
〇

ケミカル
リサイクル

高炉還元材
2012年12月
JFE受け入れ

中止

農業用廃プラは処
理されていない

ガス化・油化 ほぼなし △

熱回収 RPF等 ほぼなし 〇

項目 排出量（t） 再生処理量（t） 再生処理割合

塩化ビニルフィルム 19,768 14,517 73.4%

ポリオレフィン系フィルム 46,217 35,580 77.0%

（「熱回収」：廃棄物の焼却に伴い発生する熱エネルギーを回収すること。）

 農業由来廃プラスチックの処理方法の推移
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資料：農林水産省「園芸用施設の設置等の状況」（2022年）
資料：農業用フィルムリサイクル促進協会

再生処理へ
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農業由来の廃プラスチックの再生利用の例

床材

固形燃料(RPF等)熱回収

資料：株式会社岩井化成ホーム
ページ

ポリオレフィン系フィルム（農ポリ・農PO）の事例

ほぼ１００％マテリアルリサイクル。建築・土木資材、産業資材として使われてきたが、製品を作
る工場の海外移転、競合品の上市などにより、国内の主用途は床材の中間層用。

農ポリ、農POの国内用途は熱回収が多い。一部はマテリアルリサイクルされており、パレット、
擬木、建築土木資材などに利用。また、セメント工場では補助燃料として利用され、灰はセメント
材料として活用。
農ビ・農ポリとも、破砕洗浄後の再生原料は国内だけでなく、輸出され、輸出先で成形・製品化

されている場合がある。

塩化ビニルフィルム（農ビ）の事例

＜マテリアルリサイクル＞
○再生マルチ
廃農ポリや廃農POを原料に用いて、マルチとして再生化。市販化されている商品もある。

○アスファルト舗装
(株)成田美装センター（福岡県大牟田市）が廃農ポリをアスファルト舗装材料として利用。今後本格的な実

用化に向け、研究や実証試験を継続中。

＜ケミカルリサイクル＞
○ガス化

(株)レゾナック 川崎工場（神奈川県）では廃農ポリの
ケミカルリサイクル（ガス化）の実現性を確立するため、
協議会から廃農ポリを利用した実証試験を継続中。

舗装した道路

再生マルチ

ケミカルリサイクル（ガス化）工程

ポリオレフィン系フィルム（農ポリ・農PO）の再生に向けた新たな取組

資料：株式会社レゾナック
ホームページ

資料：大倉工業株式
会社ホームページ

資料：福岡県ホーム
ページ



 再生利用が困難な農業由来の廃プラスチック  適正処理推進のための組織

汚れたマルチ（茶色の部分が土）

異なる素材（農ビと農ポリ）が混ざっている

分別の徹底

洗浄技術又は汚れたままで
の再生処理技術が必要

資料：日本施設園芸協会「〈農業用廃プラスチック〉適正処理・資源循環促進のご案内」

農業由来の廃プラスチックの課題
○ 農業由来の廃プラスチックは、植物残渣など異物の混入、土等による汚れ、直射日光による劣化などにより、再生

利用が困難なものも存在。また、農業者は一般に零細で、発生地域の分散、排出時期の偏りなどの課題も存在。
○ 課題解決のため、新たな再生処理技術や排出量の抑制、値上げを抑制するための排出時の工夫などの取組を進める

必要。
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耐久性強化製品の使用による排出量抑制効果（試算）

耐久性 製品価格
比較

単年度償却費比
較

単年度排出量比
較

農ビ

一般製品 １年使用 110 110 100
（毎年交換）

耐久性
強化製品 ３年使用 140 47

33
（３年毎に交

換）

農ＰＯ
（ポリオ
レフィン
系）

一般製品 １年使用 100 100 100
（毎年交換）

耐久性
強化製品

（中長期展張）
５年使用 250 50 20

（5年毎に交換）

（資料）メーカーからの聞き取りを基に作成。
（注）１ 製品価格及び単年度償却費の比較は、農ＰＯの一般製品を100とした場合の指数で表してい
る。

２ 単年度排出量の比較は、耐久性が1年の製品を100とした場合の指数で表している。

排
出
量
抑
制
効
果

大

〇 園芸用ハウスの被覆資材について、耐久性を強化した製品に切り替えることにより、排出量を大幅に削減すること
が可能。

〇 耐久性強化製品の価格は一般製品と比べて高いものの、単年度でみた場合の償却費は低下するほか、張り替え費用
も抑制。

〇 特に、５年以上の中長期展張製品では排出量の抑制効果大。
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現状と今後の課題

みどりの食料システム戦略（概要）
～食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現～

戦略的な取組方向

持続可能な食料システムの構築に向け、「みどりの食料システム戦略」を策定し、
中長期的な観点から、調達、生産、加工 流通、消費の各段階の取組と
カーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進

目指す姿と取組方向

2040年までに革新的な技術・生産体系を順次開発（技術開発目標）
2050年までに革新的な技術・生産体系の開発を踏まえ、
今後、「政策手法のグリーン化」を推進し、その社会実装を実現（社会実装目標）
※政策手法のグリーン化：2030年までに施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中。

          2040年までに技術開発の状況を踏まえつつ、補助事業についてカーボンニュートラルに対応することを目指す。
         補助金拡充、環境負荷軽減メニューの充実とセットでクロスコンプライアンス要件を充実。

※ 革新的技術・生産体系の社会実装や、持続可能な取組を後押しする観点から、その時点において必要な規制を見直し。
地産地消型エネルギーシステムの構築に向けて必要な規制を見直し。

持続的な産業基盤の構築
・輸入から国内生産への転換（肥料・飼料・原料調達）
・国産品の評価向上による輸出拡大
・新技術を活かした多様な働き方、生産者のすそ野の拡大

期待される効果

農林水産業や地域の将来も
見据えた持続可能な

食料システムの構築が急務

経済 社会 環境

アジアモンスーン地域の持続的な食料システムのモデルとして打ち出し、国際ルールメーキングに参画（国連食料システムサミット（2021年9月）など）

 農林水産業のCO2ゼロエミッション化の実現
 低リスク農薬への転換、総合的な病害虫管理体系の確立・普及
 に加え、ネオニコチノイド系を含む従来の殺虫剤に代わる新規農薬
 等の開発により化学農薬の使用量（リスク換算）を50％低減
 輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量を30％低減
 耕地面積に占める有機農業の取組面積の割合を25％(100万ha)に拡大
 2030年までに食品製造業の労働生産性を最低３割向上
 2030年までに食品企業における持続可能性に配慮した
 輸入原材料調達の実現を目指す
 エリートツリー等を林業用苗木の9割以上に拡大
 ニホンウナギ、クロマグロ等の養殖において人工種苗比率100%を実現

○生産者の減少・高齢化、
地域コミュニティの衰退

○温暖化、大規模自然災害
○コロナを契機としたサプライ
チェーン混乱、内食拡大

○SDGsや環境への対応強化
○国際ルールメーキングへの参画

「Farm to Fork戦略」 (20.5) 
2030年までに化学農薬の使
用及びリスクを50%減、有機
農業を25%に拡大

「農業イノベーションアジェンダ」
(20.2)
2050年までに農業生産量
40％増加と環境フットプリント
半減

国民の豊かな食生活
地域の雇用・所得増大

・生産者・消費者が連携した健康的な日本型食生活
・地域資源を活かした地域経済循環
・多様な人々が共生する地域社会

将来にわたり安心して
暮らせる地球環境の継承

・環境と調和した食料・農林水産業
・化石燃料からの切替によるカーボンニュートラルへの貢献
・化学農薬・化学肥料の抑制によるコスト低減

2050年までに目指す姿

2030年

取

組
・
技

術

2020年 2040年 2050年

ゼロエミッション
持続的発展

革新的技術・生産体系の
速やかな社会実装

革新的技術・生産体系
を順次開発

開発されつつある
技術の社会実装

・

10
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農業由来の廃プラスチックの
適正処理に係る実態調査報告

令和８年１月

【調査概要】

○ 目的 ： 農業由来の廃プラスチックの適正処理に係る実態を適切に把握するため
○ 調査実施期間 ： 令和７年８⽉〜令和７年９⽉
○ 調査対象 ： 全国47都道府県および市町村

○ 回答数 ： 47都道府県（回収率100％）、市町村（回収率97％）



都道府県協議会  関連

13



１ー１ 都道府県協議会の設置状況

○ 都道府県協議会※については、全国３５府県で設置されている。（設置率７４％） ※公社がその役割を担っている場合も含む。

○ 一部の都道府県では、県公社が当該役割を担っているとの回答があった。

14

①
都道府県協議会（※）を設置している
（35府県）

②
都道府県協議会を設置していない
（12都府県）



１ー２ 都道府県協議会の解散理由

15

①設立目的が達成され、一定の役割を終えた
○ 農業者をはじめとする地域のたゆまぬ努力もあり、地域における回収処理体制が整備され、リサイクル率が向上したこ

とから都道府県協議会の取組は一定の役割を終えたと判断したため。

○ 地域段階で農業用使用済みプラスチック適正処理の必要性が周知され、農協等による処理体制が確立されたことから
平成１７年６月に県協議会を廃止し、県担当課で適正処理を推進していくこととなった。

○ 県内全域に適正処理に係る地域協議会が設立され、各地域単位での啓発活動や組織的な回収処理活動が定着したこ
とから、県協議会の目的を達成したと判断。

〇 本協議会の目的は、農業用廃プラスチック等使用済み農業生産資材の適正処理であり、適正処理の実績から概ね目的
は達成したと考えられたため。

〇 県協議会としての役割が一定果たされ、主体的な取り組みをJAや市町等による地域協議会に一任したため。なお、解散
後も市町、JAグループ等の関係機関との情報交換等は継続して実施している。

〇 県内各JAが窓口となり、組合員サービスの一環として、利用者負担で回収、廃棄業者への引渡等を行っているため協議
会の活動がなく解散した。

〇 各地域で廃プラスチック適正処理の仕組みが構築できたため。

②他協議会との統合
○ 生産活動と一体的な取組により、効率的な農業生産資材廃棄物対策を講じるため、野菜振興協議会と統合。

③その他
○  協議会が所属していた社団法人●●県園芸協会の解散を機に解散したと思われる。

○ 都道府県協議会が設置されていない１２都府県。

○ 都道府県協議会の解散理由は「設立目的が達成され、一定の役割を終えたから」という理由が最も多かった。その他にも、
本来廃プラ回収の業務に携わってなかったことや他協議会と統合したことが理由として挙げられた。



１－３ 「都道府県協議会設置の有無」と「再生処理率」の関係性について

○ 「都道府県協議会設置の有無」と「再生処理率」の関係性について見たところ、協議会を設置し、都道府県の関与があるほう
が再生処理率が比較的高い傾向にあった。

○ 一方で、都道府県協議会が存在していない都府県や他協議会へ統合された県でも再生処理率が高いところもあった。

16

＜農ビ＞

協議会「有」 協議会「無」

再生処理率 都道府
県数 割合 都道府

県数 割合

100～80％ 14 40％ 2 17％

79～65％ 4 11％ 3 25％

64～50％ 4 11％ 1 8％

49～25％ 5 14％ 1 8％

24～0％ 8 23％ 5 42％

計 35 100％ 12 100％

平均 59％ 43％



１－３ 「都道府県協議会設置の有無」と「再生処理率」の関係性について

○ 「都道府県協議会設置の有無」と「再生処理率」の関係性について見たところ、協議会を設置し、都道府県の関与があるほう
が再生処理率が比較的高い傾向にあった。

○ 一方で、都道府県協議会が存在していない都府県や他協議会へ統合された県でも再生処理率が高いところもあった。

17

＜農ポリ＞

協議会「有」 協議会「無」

再生処理率 都道府
県数 割合 都道府

県数 割合

100～80％ 14 40％ 3 25％

79～65％ 4 11％ 2 17％

64～50％ 5 11％ 1 8％

49～25％ 4 14％ 2 17％

24～0％ 8 23％ 4 33％

計 35 100％ 12 100％

平均 59％ 48％



市町村協議会  関連

18



 

２－１ 適正処理及び資源循環－回収体制

○各市町村の回収体制については、市町村協議会が占める事例が44％と最も多く、次いでJA単独で回収を行っている事例が
38％となっている。

○市町村協議会以外の協議会や、協議会・JAが回収に関与しておらず民間事業者が回収に携わっている事例も見られる。
○農業者が個別に搬出（市町村が実態を把握できていない場合も含む）、もしくは農業由来廃プラが発生していない地域も約１

割存在する。

【全国の農業由来廃プラスチックの回収体制】

44%

5%

38%

4%
9%

回収体制の事例別割合（N＝1,886）

① ② ③ ④ ⑤

①
構成員に市町村が含まれる協議会が回収を行ってい
る場合（＝市町村協議会）

②
構成員に市町村が含まれない協議会が回収を行って
いる場合（＝市町村協議会以外の協議会）

③
協議会を設置しておらず、JA単独で回収を行っている
場合

④
協議会やJAが回収に関与しておらず、民間事業者が
回収に携わっている場合

⑤

協議会やJAが回収に関与しておらず、農業者が個別
に搬出（市町村が実態を把握できていない場合も含
む）。
もしくは農業由来廃プラが発生していない地域。

（注）事例数について
市町村ごとに事例を収集したため、１つの協議会やJAが複数市町村を管
轄されている場合は「市町村数＝事例数」としてカウント。

また、１つの市町村の中で、地域により回収が異なる場合は、これらを複
数の事例としてカウントしている。 19



 

○「①市町村協議会」と回答したものの中で、実際に回収作業を行っている団体について分析を行ったところ。
○市町村協議会の中で、実際に回収作業を行っているのはJA単独の回収が39％と最も多く、次いで処理業者単独の回収が

32％となり、これらの事例で約７割を占めている。
○市町村については、JA・処理業者と連携しての回収、もしくは単独での回収の事例が見られ、合わせて約３割となっている。
○１％未満であるものの、その他の団体が回収作業を行っている事例も見られた。

２－１ 適正処理及び資源循環－回収体制

【市町村協議会の実際の回収体制】

① 市町村とJA・処理業者が連携して回収

② （市町村を除いて）JAと処理業者が連携して回収

③ 市町村単独の回収

④ JA単独の回収

⑤ 処理業者単独の回収

⑥
その他（たばこ耕作組合、(一社)○○市園芸協会、農業
連絡協議会）

（注）事例数について
市町村ごとに事例を収集したため、１つの協議会やJAが複数市町村を管
轄されている場合は「市町村数＝事例数」としてカウント。

また、１つの市町村の中で、地域により回収が異なる場合は、これらを複
数の事例としてカウントしている。

①
23%

②
2%

③
4%

④
39%

⑤
32%

⑥
0%

（市町村協議会のうち、）
実際に回収作業を行っている団体の

事例別割合（N＝809）

20



２－２ 市町村協議会の解散理由

21

①協議会の存在意義が無かった、無くなった
○ 協議会の活動がなく、存続の必要性が感じられなかったため。

○ 廃プラスチックの適正処理が一定程度図られ、役割を終えたため。

○ JA業務の回収でも、農家に影響がなかったため

②協議会存続の困難
○ 協議会の活動が衰退し、存続が困難であったため。

○ 人員不足で協議会の存続が難しかったため

③協議会内の連携の欠如
○ JAにのみ回収等の負担を強いられ、他機関からの協力が無かったため。

○ JAの負担軽減のため。

④他団体への役割
○ 各JAが中心となった収集方法等のシステムが確立されたため。

○ 処理センターが農業用廃プラの受入れを開始したため。

○ 市内に回収事業ができ、回収に関する業者や指定日等の調整が不要となったため。

⑤その他
○ JA単協の合併により、エリアが広範囲となり既存の協議会を存続できなくなった。

○ 県の補助が無くなったなどの助成金の取扱いが無くなったため。

○ 他の団体に吸収、消滅されたため。

○ 市町村協議会の解散理由として、協議会の活動がなく存続意義が感じられなかったこと、人員不足等により存続が困難に
なったこと、 JAにのみ回収等の負担を強いられ他機関からの協力が無かったこと、各JAが中心となった収集方法等のシステ

ムが確立されたことなどが理由として挙げられた。



２－３ 処理方法と処理料金との関係性（農ビ）

○ 農ビについて処理料金平均が最も安価だったのが「再生処理（マテリアルリサイクル）」であった。次いで、「埋立処理」、「熱
回収」、「焼却処理」の順であった。

22

＜処理料金 ブロック別平均（農ビ）＞

再生処理等
(ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ)

再生処理等
(熱回収) 焼却処理 埋立処理

北海道 38 39 63 29
東北 77 93 80 87
関東 81 81 91 79
北陸 92 98 75 78
東海 67 110 224 71
近畿 75 71 89 71

中国四国 49 55 75 62
九州 37 32 50 59
沖縄 95 88 124 71
全国 58 74 84 72
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円
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事例番号（処理方法別）

処理方法別の各都道府県の処理料金平均（農ビ）

再生処理等(ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ) 再生処理等（熱回収） 焼却処理 埋立処理

※ 処理料金 180円/kg以内のものを表示

＜処理料金 全国平均（農ビ）＞
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２－３ 処理方法と処理料金との関係性（農ポリ）

○ 農ポリについて処理料金平均が最も安価だったのが「再生処理等（マテリアルリサイクル）」であった。次いで、「再生処理等
（熱回収）」、「埋立処理」、「焼却処理」の順であった。
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＜ブロック別 処理料金平均（農ポリ）＞

再生処理等
(ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ)

再生処理等
(熱回収) 焼却処理 埋立処理

北海道 34 33 51 31
東北 65 86 77 99
関東 82 69 75 70
北陸 86 92 79 79
東海 82 65 224 71
近畿 79 59 90 84

中国四国 49 48 67 49
九州 39 42 50 66
沖縄 85 88 115 71
全国 55 64 77 73
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事例番号（処理方法別）

処理方法別の各都道府県の処理料金平均（農ポリ）

再生処理等(ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ) 再生処理等（熱回収） 焼却処理 埋立処理

※ 処理料金 180円/kg以内のものを表示

＜処理料金 全国平均（農ポリ）＞
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２－４ 回収対象範囲について

○ 回収対象範囲について、市町村協議会では地域全体が７６％に対して、協議会がないJA回収では36％となり、行政の関与
により、回収対象範囲に違いが見られた。
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44%

52%

0% 4%
その他協議会が回収している農業者範囲(N＝86)

① ② ③ ④

36%

62%

2% 0%

協議会が存在せず、JAが回収している場合の農業者範

囲(N＝694)

① ② ③ ④

76%

23%

1% 0%
市町村協議会が回収している農業者範囲（N＝806）

① ② ③ ④

① 地域全体

② JA組合員のみ

③ JAから資材を購入した者のみ

④
その他（葉たばこ農家のみ、園芸協会会員のみ、農業団体のみ、
特定品目の出荷組合のみ）

JAが地域全体の農業者分を回収しているところで、
JA組合員以外は料金割増にして回収を行っている事例も見られた。

（留意事項）
回収体制範囲の狭まりに留意する必要がある。



２－５ 回収頻度について

○ 回収頻度について、最も多かったのが年２回（36％）で、次いで年１回（33％）となり、年１～２回で約７割を占めた。

○ 各都道府県の回収頻度（平均）と再生処理率の関係を見たところ、回収頻度が高い地域は再生処理率も比較的高い傾向に
あった。
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33%

36%

10%

6%

5%

6% 3% 1%

回収頻度（回/年）

（N＝1,643）
１回 ２回 ３回 ４～５回

６～10回 10回以上 随時 都度

0%
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

再
生
処
理
率

回収頻度（回/年）

各都道府県の回収頻度（平均）と再生処理率との関係

※ 回収頻度 ６回/年以内のものを表示



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．排出抑制・循環利用に向けた農業分野の対策の推進
 プラスチック汚染に関する条約に係る動向を踏まえ、民間団体等に委託して、プラス

チック排出抑制・適正回収・リサイクル等に係る農業分野における中長期的な行動計
画を整理するための検討会や調査を行います。
２．プラスチック代替資材実用化推進事業
 民間団体等が行う、紙・生分解性プラスチック等を使用したプラスチック代替資材の

現場実証や情報発信等によるプラスチックの排出抑制の取組を支援します。
 ① プラスチック代替資材の実用化

生分解性の分析、実用化に向けた農業生産現場での実証、有識者等の意見
を踏まえた検討等

 ② プラスチック代替資材の普及のための情報発信
 マルチ等の農業資材の情報を収集し、プラスチック代替資材の利点等の情報を

発信
３．農業由来の廃プラスチック対策モデル地域形成事業（交付金）

 農業由来の廃プラスチックの資源循環と排出抑制の好循環を生み出すためのモデル
地域をつくるため、都道府県協議会・市町村協議会等が行う、農業由来廃プラスチック
の新たなリサイクル技術や回収システムの実証等の取組を支援するとともに、これと併せ
て行う排出抑制のための普及啓発や紙・生分解性マルチ等の排出抑制に資する資材
への転換の取組を支援します。

＜対策のポイント＞
 プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書（条約）に係る動向を踏まえつつ、プラスチックの更なる排出抑制・適正回収・リサイクル等に向け、①プ
ラスチックの排出抑制等に係る農業分野における中長期的な行動計画を整理するための検討会を開催するとともに、②プラスチック代替資材の実用化の推
進や、③農業由来の廃プラスチック対策のモデルとなる地域の形成を支援します。

＜事業目標＞
 プラスチック廃棄物の排出の抑制

令和７年度補正予算額 4,000百万円の内数

Refuse
（不使用）

製品を使用しない

Re-design
（再設計）

代替素材に切替
製品設計の変更

Reduce
（使用低減） 使用量を低減

Reuse
（再使用）

耐久性を高めて
繰り返し使用

Recycle
（リサイクル）

廃棄物を再生処理
して使用

Recover
（熱回収） エネルギーを回収

単純焼却
埋め立て

素材混合、製品劣化、
土壌で汚染の場合

高

環
境
に
対
す
る
優
先
度

低

プラ代替資材の実用化

廃プラ対策モデル地域形成

生分解性プラスチック
紙等の資材の現場実証

プラスチックの排出抑制に向けた農業分野の対策の推進

図：「The work of FAO on plastics used in agriculture」
（FAO）をもとに農業環境対策課で作成

＜事業の流れ＞

国
定額

委託
１の事業

２の事業

民間団体等

定額
３の事業

定額 ［お問い合わせ先］ （１、２の事業） 農産局農業環境対策課 （03-3502-5956）
（３の事業）  園芸作物課 （03-3593-6496）

民間団体等

都道府県 協議会等

①資源循環

負担軽減

農業由来廃プラスチックの
新たなリサイクル技術や
回収システムの実証等を支援

排出抑制のための普及
啓発や紙・生分解性マルチ等の排出抑
制に資する資材への転換を支援

②排出抑制

普及啓発

みどりの食料システム戦略緊急対策事業のうち
農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業
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時間の経過等により、現時点の状況と相違
が生じている部分、追記すべき視点等につ
いて抽出

「農業生産に由来する使用
済みプラスチックの適正処理
等に関する技術指導（令
和元年６月３日付元生産
第188号）」

農業生産に係るプラスチック対策の方針を整理

国内外の動向を踏まえ、農業生産に係るプラス
チック対策の取組事例と課題を抽出

プラスチック汚染に関する法的拘束力のある
国際文書（条約）の協議

FAO自主ガイドライン（VCoC）

「園芸用使用済プラスチック
の適正処理に関する基本方
針（平成７年10月23日付
７食流第4208号農林水産
省食料産業局通達）」

農業生産に
おけるプラス
チック削減に
係る調査・分
析

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

７月３日 第１回検討会 論点の整理
11月27日 第２回検討会 検討
２月19日 第３回検討会 とりまとめ

排出抑制・循環利用に向けた農業分野の計画策定 （農業生産に係るプラスチック検討会）

27

○ 条約の動向や VCoC を踏まえ、引き続き、農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業を活用し、令和7年度において、
農業生産に係るプラスチック関係団体、有識者に参加いただき、農業生産に係るプラスチック検討会を開催している。

○ 今年度の検討会では、農業生産分野におけるプラスチックの使用削減・適正回収・リサイクル等に係る課題と対応策を整
理し、農業生産分野における国内方針の策定に向けた検討を行う。

第五次循環型社会形成推進基本計画

資料：農林水産省HP（https://www.maff.go.jp/j/seisan/pura-jun/250523_1.html）へ順次資料も掲載

令和６年度補正 農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業のうち

https://www.maff.go.jp/j/seisan/pura-jun/250523_1.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/pura-jun/250523_1.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/pura-jun/250523_1.html


●事業内容
プラスチック代替資材の実用化のための
・生分解性の分析
・実用化に向けた農業生産現場での実証
・有識者等の意見を踏まえた検討 等を支援

●実施主体
資材の製造事業者等の民間団体等

●補助額
定額（上限：400万円）

●事業内容
プラスチック代替資材の普及※のための
・情報収集
・利点等の情報発信 の取組を支援
※プラスチック代替資材の普及に広く波及効果が期待される内容であること

●実施主体
民間団体等

●補助額
定額（上限：800万円）

農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業のうち
プラスチック代替資材実用化推進事業

農業生産における紙・生分解性プラスチック等を使用したプラスチック代替資材の①実用化の検討又は②普及のため
の情報発信を支援し、農業生産現場におけるプラスチックの排出抑制を推進

本メニューの目的

① プラスチック代替資材の実用化 ② プラスチック代替資材の普及のための情報発信

令和７年度補正予算（令和６年度補正予算からの継続要求）

【情報発信の例】
・パンフレット作成
・優良事例集の作成
・展示会出展
・使用方法等のセミナー開催

【農業生産現場での実証の例】
・新規開発された資材
・バイオマス度を高めた資材
・有機農業での使用可能性のある資材
・強度を高め対象作物を拡張した資材
等の強度や分解速度等の実証

紙・生分解ポット

紙・生分解マルチ

紙ネット

※１月７日から28日（水）まで公募中（https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260107_150-1.html）

生分解
誘引テープ

28



令和７年度補正予算

農業生産におけるプラスチック排出抑制対策事業のうち

農業由来の廃プラスチック対策
モデル地域形成事業

令和８年１月

農林水産省農産局農業環境対策課

農林水産省農産局園芸作物課



（１）推進会議の開催
（２）課題解決に向けた実証等

・紙・生分解性マルチといった排出抑制に資する資材への転換 等

 ・紙・生分解性マルチ等の排出抑制に資する資材の広報、セミナー開催 等

事業概要

30

・新たなリサイクル（マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル）の技術の実証

・広域運搬処理等の処理方法の実証
・電子マニフェストの導入等による協議会の事務負担軽減等に向けた実証
・複数協議会で連携した回収体制の実証 等

事業内容

○ 新たなリサイクル技術や回収システムの実証等の取組を支援するとともに、これと併せて行う排出抑制
のための普及啓発や紙・生分解性マルチの排出抑制に資する資材への転換の取組を支援

○ 廃プラスチックの資源循環と排出抑制の好循環を生み出す「農業由来の廃プラスチック対策モデル地
域」を形成

① 農業由来の廃プラスチックの新たなリサイクル技術の実証 上限：800万円

② 農業由来の廃プラスチックの回収システムの実証 上限：150万円

④排出抑制のための普及啓発

③排出抑制に資する資材への転換 拡充

上限：300万円  

※（１）及び（２）①又は②のいずれかの取組を必須



事業実施主体、交付金
事業実施主体
ア 都道府県又は農業由来の廃プラスチック処理に関わる都道府県協議会
イ 市町村又は農業由来の廃プラスチック処理に関わる市町村協議会
ウ ア、イ、農業協同組合、農業協同組合連合会又は資材製造・販売事業者が農業由来の廃プラスチック処
理を目的に構成する協議会

エ 地域において実際に農業由来の廃プラスチック回収作業に携わった実績のある又は事業実施以降継続して
携わる予定の農業協同組合、農業協同組合連合会、資材製造・販売事業者

31

交付金
国

定額定額
都道府県 協議会等

農業者

市町村協議会等

処理業者一次集積所廃プラを分別・洗浄して
持ち込み

廃プラの回収

変更 （補助金から交付金へ移行し、
 都道府県を通じ交付）

紙・生分解性マルチ
へ転換した場合

リサイクル等により処理

回収等の調整・仲介

廃プラ排出
【農業由来の廃プラスチックの処理体制と排出抑制】

協議会の立ち合い
（分別や洗浄指導）

廃プラの排出抑制

都道府県協議会活動支援・
関連情報通知



【メニュー①】 新たなリサイクル技術の実証

実証内容の検討
実証先（リサイクル事業者）の選定
実証後の成果・課題等のまとめ 等

推進会議の開催
新たなリサイクル方法（マテリアルリサイクル、ケミ

カルリサイクル）の実証 等

試行的な取組

取組内容

交付対象となる費用

推進会議開催にかかる費用
実証先への調査旅費
実証にかかる廃棄物運搬費、処理費
実証結果の分析費 等

試行的な取組事例
(株)レゾナック 川崎工場(神奈川県)で
の廃農ポリのケミカルリサイクル処理(ガス
化)の実現性を検討するため、関東圏の
協議会からの運搬・処理を実証中。

32

農業由来廃プラスチックの適正処理において、資源循環利用に資する新たなリサイクル技術
（マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル）が出てきている中で、実証により、協議会の既存
の処理方法からの転換の可能性について検討する。

本メニューの目的

(株)レゾナック 川崎工場



【メニュー②】回収システムの実証

実証内容の検討
実証後の成果・課題等のまとめ 等

推進会議の開催
（他のメニューと併せての開催も可）

電子マニフェストの導入実証
広域運搬処理の実証 等

試行的な取組

取組内容

交付対象となる費用

推進会議開催にかかる費用
実証（電子マニフェスト導入、広域運搬
 処理）にかかる費用
実証結果の分析費
他協議会への視察費 等

広域運搬処理の取組事例

栃木県内の一部地域にお
いて、排出された廃農ビは県
内で中間処理（圧縮梱
包）後、高知県の最終処
理業者へ運搬、再生処理さ
れている。
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協議会の回収負担の軽減や処理料金の低減等により適正処理を加速化するため、電子マ
ニフェストの導入や広域運搬処理の実証を行う。

本メニューの目的

電子マニフェストの導入事例

静岡県内の一部地域において、JAが令和４
年度から導入。保管の手間や紛失リスクが解
消され、処理量等の把握もデータ化によって大
幅に省力化され、導入効果を実感している。
（国内で利用されている電子マニフェストのシステムは、公益財団法人

日本産業廃棄物処理振興センター（ＪＷセンター）を通じて運用）



【メニュー③】排出抑制に資する資材への転換

 ポリマルチから、紙・生分解性マルチへ転換
回収物に占める土等の汚れが減ることによる協議

会や事業者の作業時間、費用等の変動の計測

プラスチック資材から排出抑制に資する資材
への転換（農業者向け）

取組内容

交付対象となる費用

紙・生分解性マルチへの転換に必要な費用
（資材費はポリマルチと紙・生分解性マルチの
価格差の1/2相当にあたる、交付等要綱に
定める助成単価により算定すること。）
事務処理に必要な人件費 等 34

回収及びリサイクルに当たって問題となっている土等の汚れのある農業生産資材について、排
出抑制に資する紙マルチ又は生分解性マルチへ転換し、農業由来の廃プラスチック対策におけ
る効果を検証する。

転換後の廃プラスチック対策における効果の
 測定方法の検討
効果のとりまとめ・検証

推進会議の開催（協議会）
（他のメニューと併せての開催も可）

本メニューの目的

廃プラスチック対策における効果の例
・回収物の選別や洗浄の指導の労力が低減
（協議会）
・機械等による洗浄処理の費用が低減
（リサイクル事業者）
・ 運搬効率の向上（回収事業者） 汚れたマルチ

（茶色の部分が土）



【メニュー④】排出抑制のための普及啓発

技術普及員等の有識者を招へいし普及方法の
検討

今後の普及方針の検討
（推進する品目、部会、生産者等の検討）

推進会議の開催（協議会内）
（他のメニューと併せての開催も可）

紙・生分解性プラスチック等のマルチやポット等の
排出抑制に資する資材について、
 チラシ等を作成し広報を実施
資材メーカー等の有識者を招へいしての研修会

の開催
優良事例調査（視察等）

広報、セミナー開催等による普及啓発
（農業者向け）

取組内容

交付対象となる費用

生分解性マルチ セミナーの開催

優良な取組を行う地域への視察費
推進会議・研修会に有識者を招へいする費用
チラシ作成や広報にかかる費用
セミナー開催等に必要な会場費 等

35

農業由来の廃プラスチックの排出抑制を推進するため、排出抑制に資する資材等に関する農
業者向けの広報、セミナー開催等による普及啓発を行う。

本メニューの目的

チラシ等による広報



事業開始までの流れ

36

要望調査 国 都道府県 事業実施主体

事業要望 事業実施主体 都道府県 国

予算配分・割当内示 国 都道府県 事業実施主体

交付申請 事業実施主体 都道府県 国

交付決定 国 都道府県 事業実施主体

事業開始
事業実施主体は、都道府県からの交付決定の通知後に事業を開始することができます。

事業実施主体は、事業を活用して取り組みたい内容を産地の関係者と調整した上で事業実施計画書を作成し、
都道府県に提出します。

国は、事業実施計画の内容等に応じてポイント付けし、予算の範囲内で、
ポイントが上位の計画から順に要望額に相当する額を都道府県ごとに合計し、その金額等を都道府県に通知します。

事業実施主体は、都道府県からの割当内示の通知後に、都道府県に指定された期日までに交付申請書を提出します。



事業に関する問合せ先（農業由来の廃プラスチック対策モデル地域形成事業）

37

要望調査や事業申請について知りたい
事業を実施する都道府県にお問合せください。

事業を活用して取り組みたいことがあるが、どこに相談すればいいのか分からない
まずは、お近くの都道府県の農業改良普及センター等や市町村にご相談ください。

事業を実施するに当たって聞きたいことがある

北海道農政事務所
生産経営産業部 生産支援課

 011-330-8807（直通）

事業を実施する都道府県を所管する地方農政局等にお問合せください。

事業全般について知りたい
農林水産省 農産局 園芸作物課
花き産業・施設園芸振興室 施設園芸対策班  03-3593-6496（直通）

東北農政局
生産部 園芸特産課

 022-263-1111（代表）

関東農政局
生産部 園芸特産課

 048-740-0388（直通）

北陸農政局
生産部 園芸特産課

 076-232-4314（直通）

東海農政局
生産部 園芸特産課

 052-223-4624（直通）

近畿農政局
生産部 園芸特産課

 075-414-9023（直通）

中国四国農政局
生産部 園芸特産課

 086-224-9413（直通）

九州農政局
生産部 園芸特産課

 096-300-6261（直通）

内閣府沖縄総合事務局
農林水産部 生産振興課

 098-866-1653（直通）
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